
岩手県監査委員告示第31号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第２項及び第４項の規定に基づき、監査委員監査基準（令和２年岩手県監査委員告

示第12号）に準拠して行った行政監査及び定期監査の結果を次のとおり公表する。 

  令和５年８月25日 

                                          岩手県監査委員 岩 渕   誠 

                                          岩手県監査委員 佐々木 茂 光  

                                          岩手県監査委員 五 味 克 仁 

                                          岩手県監査委員 中 野 玲 子  

１ 監査対象機関、監査の実施内容及び監査の着眼点 

監査対象機関 監査の実施内容 監査の着眼点 

文化スポーツ部文化振興課  監査対象機関で処理して

いる事務のうち、収入、支

出、契約、財産管理及び行

政運営の各事務並びに現金

等の出納保管に関する事務

について、関係帳票及び証

書類等を調査し監査を行っ

た。 

 収入、支出等の事務が適正に

なされているか、また、収入確

保に係る債権管理、未収金回収

等が適正になされているか、事

務事業の執行に係る委託事業の

契約事務、補助事業の交付決定

事務等が適正になされているか

等に着眼して監査を行った。 

文化スポーツ部スポーツ振興課 〃 〃 

環境生活部自然保護課 〃 〃 

農林水産部森林保全課 〃 〃 

県土整備部砂防災害課 〃 〃 

県土整備部下水環境課 〃 〃 

県土整備部港湾空港課 〃 〃 

盛岡広域振興局農政部 〃 〃 

盛岡広域振興局土木部岩手土木センター 〃 〃 

盛岡広域振興局盛岡審査指導監 〃 〃 

県南広域振興局経営企画部 〃 〃 

県南広域振興局総務部 〃 〃 

県南広域振興局総務部花巻総務センター 〃 〃 

県南広域振興局総務部一関総務センター 〃 〃 

県南広域振興局保健福祉環境部 〃 〃 

県南広域振興局農政部 〃 〃 

県南広域振興局林務部 〃 〃 

県南広域振興局土木部 〃 〃 

県南広域振興局奥州審査指導監 〃 〃 

県南広域振興局花巻審査指導監 〃 〃 

沿岸広域振興局経営企画部 〃 〃 

沿岸広域振興局経営企画部宮古地域振興センター 〃 〃 

沿岸広域振興局経営企画部大船渡地域振興センター 〃 〃 



沿岸広域振興局保健福祉環境部 〃 〃 

沿岸広域振興局農林部 〃 〃 

沿岸広域振興局農林部大船渡農林振興センター 〃 〃 

沿岸広域振興局水産部 〃 〃 

沿岸広域振興局土木部宮古土木センター 〃 〃 

沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター 〃 〃 

沿岸広域振興局釜石審査指導監 〃 〃 

県北広域振興局経営企画部 〃 〃 

県北広域振興局経営企画部二戸地域振興センター 〃 〃 

県北広域振興局保健福祉環境部 〃 〃 

県北広域振興局保健福祉環境部二戸保健福祉環境センター 〃 〃 

県北広域振興局農政部 〃 〃 

県北広域振興局農政部二戸農林振興センター 〃 〃 

県北広域振興局林務部 〃 〃 

県北広域振興局水産部 〃 〃 

県北広域振興局土木部 〃 〃 

県北広域振興局土木部二戸土木センター 〃 〃 

県北広域振興局久慈審査指導監 〃 〃 

県北広域振興局二戸審査指導監 〃 〃 

岩手県奥州保健所 〃 〃 

岩手県釜石保健所 〃 〃 

岩手県久慈保健所 〃 〃 

岩手県二戸保健所 〃 〃 

盛岡農業改良普及センター 〃 〃 

大船渡農業改良普及センター 〃 〃 

久慈農業改良普及センター 〃 〃 

二戸農業改良普及センター 〃 〃 

北上川上流流域下水道事務所 〃 〃 

２ 監査の結果 以上の機関については、監査した限りにおいて、一部に留意改善を要する事項が認められたものの、他の監査の

対象となった事項は、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的に行われ、その組織及び運営の合理化に努めており、

おおむね良好と認められた。  

(１) 沿岸広域振興局土木部宮古土木センター 

ア 河川産出物採取料の徴収に当たり、債権確定後相当期間経過してから調定しているものが１件、1,986,650円あったので

、適正な事務の執行に努められたい。 

  イ 証紙収納額報告に当たり、報告すべき金額より多く報告しているものが８件、1,023,600円、少なく報告しているものが

13件、1,739,500円あったので、適正な事務の執行に努められたい。 

 (２) 県北広域振興局経営企画部 物品の管理に当たり、備品管理一覧表等を整理していないものがあったので、適正な事務の

執行に努められたい。 

(３) 県北広域振興局保健福祉環境部 超過勤務手当の支給に当たり、支給すべき金額より多く支給しているものが16件、

39,204円あったので、適正な事務の執行に努められたい。 



(４) 県北広域振興局農政部 種雄牛払下代金の徴収に当たり、通知した納期限が不適当なものが４件、1,089,531円あったの

で、適正な事務の執行に努められたい。 

(５) 大船渡農業改良普及センター ソフトウェア購入費用の支出に当たり、使用料及び賃借料で支出すべきところ需用費で支

出しているものが１件、88,231円あったので、適正な事務の執行に努められたい。 
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